
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ミニ保険と生命保険料控除 

Ｑ：いわゆるミニ保険に入りましたが、こ

の保険料は生命保険料控除の対象になります

か？                                           

  

Ａ：対象になりません。 

【解説】 

ミニ保険とは、平成18年の保険業法の改正

で誕生した少額短期保険をいい、金融庁財務

局に登録した少額短期保険事業者だけが販売

できる保険です。 

保険商品は、保険金額が少額で保険期間が

短期のものしかありませんが、その分保険料

がリーズナブルでシンプル、多様な性格を有

していることから、昨今、人気が高まってい

るようです。 

ミニ保険には、たとえば、火災保険には入

らずに地震保険だけに入ることができる保険

や要介護になった場合に保険金が支給される

保険、知的障害があっても入れる保険、指定

した日に雨が10時間降ったら宿泊料を全額負

担してくれる保険など特色のある保険がいろ

いろあります。 

ところで、このミニ保険の保険料が生命保

険料控除の適用になるかどうかですが、生命

保険料控除の対象となる生命保険を販売でき

る会社は保険業法２条３項に規定されている

保険会社、ミニ保険を販売できる会社は少額

短期保険事業者と区分されていますことから、

少額短期保険事業者が販売するミニ保険は、

生命保険料控除の対象となる保険料には該当

しないこととなります。 
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